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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

01,3117,8 タカハシ歯科医院 〒880-0951
宮崎市大塚町地蔵田４６
１２番地５

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第505号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

01,3316,6 吉田歯科クリニック 〒880-0821
宮崎市浮城町１５ー３

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第303号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

01,3401,6 おおせくじら歯科 〒880-0045
宮崎市大字大瀬町２３３
１番地７

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第304号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

01,3516,1 清武おとなこども歯科 〒889-1601
宮崎市清武町木原４２６
－４

光学印象
　　　（光印象）第102号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

01,3537,7 あおきの杜歯科口腔外
科

〒880-0841
宮崎市吉村町西中甲１３
３３－６

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第306号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

01,3547,6 陶山矯正歯科医院 〒880-0001
宮崎市橘通西五丁目２番
２号新田ビル２階

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第621号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 3月 1日
歯科矯正診断料
　　　（矯診）第47号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 3月 1日
顎口腔機能診断料（顎変形症（顎離断等の手術を必要とするものに限る。）の手術前後における
歯科矯正に係るもの）
　　　（顎診）第24号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 3月 1日

02,3132,5 タケザキデンタルクリ
ニック

〒885-0024
都城市北原町１２街区１
３号

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第305号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

03,3103,4 いわさき歯科口腔外科 〒882-0836
延岡市恒富町４丁目１４
８番地

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第276号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第484号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日



届出受理医療機関一覧表処理年月日
［令和 8年 3月17日　から　令和 8年 3月31日　　歯科］ 令和 8年 4月 8日作成 2 頁

医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

03,3163,8 さかもと歯科・歯科口
腔外科医院　島浦歯科
診療所

〒882-0096
延岡市島浦町７４１番

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第797号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第620号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第666号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第672号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第389号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第485号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
有床義歯咀嚼機能検査１のロ及び咀嚼能力検査
　　　（咀嚼能力）第138号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科技工士連携加算１及び光学印象歯科技工士連携加算
　　　（歯技連１）第163号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第80号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第593号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科技工加算１及び２
　　　（歯技工）第198号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯周組織再生誘導手術
　　　（ＧＴＲ）第124号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第985号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

05,3044,5 野尻中央歯科 〒886-0212
小林市野尻町東麓１１７
１－１

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第301号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

08,3017,5 すが歯科医院 〒881-0003
西都市大字右松字三反田
２１８０－３

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第302号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

08,3038,1 たかみデンタルクリニ
ック

〒881-0012
西都市小野崎２丁目３７
番地

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第307号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

21,3058,2 前田デンタルクリニッ
ク

〒889-0621
東臼杵郡門川町東栄町４
丁目１－１８

歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第79号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
光学印象
　　　（光印象）第101号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日


